
議案第36号

南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

南風原町職員の育児休業等に関する条例の

する。

令和4年9月器日提出

(提案理由)

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、妊娠・出産・育児等と仕事の

両立支援を充実させるため、職員及び非常勤職員(会計年度任用職員)の育児休業の

取得要件の更なる緩和など、勤務環境の整備をしたいことから、条例を改正する必要

があるため提案する。

部を改正する条例を別紙のとおり提出

南風原町長赤嶺正之



南風原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

南風原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年南風原町条例第19号)の部を次

のように改正する。

第2条第3号中次のいずれかに該当する非常勤職員を非常勤職員であって、次

のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ア)中「第2条の4」を当該子の出生

の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期

間の末日から6月を経過する日、第2条の4」に、「、 2歳」を「当該子が2歳」に改

め、同号イを次のように改める。

イ次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア)その養育する子が1歳に達する日(以下 1歳到達日という。)(当

該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をし

ている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳

到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ)その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合

であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採

用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末

日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしょうと

するもの

第2条第3号ウ及び工を削る。

第2条の3第3号中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養

育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配

偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされ

た日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た日が異なるときは、そのいずれかの印)の翌日(当該子の1歳到達日後の期間にお

いてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

.



定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される田を育児休業の期問の初日とする育児休業をしようとする場合であって、」

を「養育する非常勤職員が、」に、「該当するとき」を「該当する場合(当該子につい

てこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げ

る事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事

情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合)」に改め、同号イを同号ウと

し、同号ア中「当該非常勤職員がする」を「当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当

してする」に、「当該配偶者がする」を「当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相

当する場合に該当してする」に改め、同号中アをイとし、同号にアとして次のように加

ア当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に

該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期問の末日とされた日が当

該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業

の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの印)の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこ

れに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合

第2条の3第3号に次のように加える。

工当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前

号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第2条の4中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該

子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児

休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合であってを養育する非常勤職員が、に、各号」を「各号に掲げ



る場合に、ときを場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をし

ている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げ

る場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場

合に該当する場合)に改め、同条中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同条

に第1号として次の1号を加える。

住)当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第2条の4に次の1号を加える。

(4)当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間におい

てこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第2条の5を削る。

第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、同条第7号中第2条の4」を前

条に改め、同号を同条第6号とし、同条第8号中その任期を任期を定めて採用

された職員であって、当該任期」に、非常勤職員を「もの」に、「育児休業に係る

子について、当該任期がを「任期をに、「に特定職に引き続きを引き続いて特

定職にに、「、当該任期の」を「、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任

期の」に、当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号を同条第7号と

し、同条の次1'次の1条を加える。

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間は、57日間とする。

第9条第6号中「育児休業等計画書を「育児短時間勤務計画書」に改める。

附則

(施行期日)

第1条この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

.



第2条この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例に

よる改正前の第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第9条(第6号に係る部分に

限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。



南風原町職員の育児休業等に関する条例の

改正後

(育児休業をすることができない職員)

第2条育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に

掲げる職員とする。

(1)・佗)(略)
一ι4

( 3 ) =でって、'のいれか1チヨソ の以

外の非常勤職員

ア次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア)その養育する子(育児休業法第2条第1項に規

定する子をいう。以下同じ。)が 1歳6箇月に達する

日(以下「1歳6 箇月到達日という。)(当該子の

のか' 3 の2に る口に*1

をしよ、 る△に ては'まウ

'
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(育児休業をすることができない職員)
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(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とす
る。

(1)・(2)(略)

(3) 1歳から 1歳6 箇月に達するまでの子を養育する非常

勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当

芝についてこの=に誹る j合に"して 1 をし

ている二合で',つテ 3 厶 1 7 口に" 、
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改正後

'.1',
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(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とす
る。
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該末日とされた日)において育児休業をしている場合又
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改正後

育児休業をしている場合

立(略)
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(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、

1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職貞

が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当。X
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(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、
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'御 1'呈で,,つて、','延が交 1」され、又は'〒亡壬継の
'.に,丁域1ずきき れるのに',ては、'.亥肌

延の§の1牙き,は','き,き され、ぎを'1. '

1の匙盲の』豊・る' 1、'立をし.ーと. =^
"つノ■

て、次の各丑のいずれにも該当するときとする。
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改正後

の翌= L 11 の量を壱1"立の翫盲の,貫と

をしようとする場合

」2」_(略)

」宣1 (略)

』ヨΩ_ソ"について、'少{
1"の"においてこのの

/、、をしたことがメい

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条育児休業法第2条第1項のただし書の条例で定める特

別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)~(4)(略)

6/8

る*1

ーがソき,'の 1

に紗ソして

6か

(略)

第2条の3第3号に掲げる場合又は並金に規定する場

(略)

(略)

1= '上邑テ 2 '」テ 1 r.ブ、ξし

第2条の5 テ2f11''、

期間は、肌日問とする。

改正前

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条育児休業法第2条第1項のただし害の条例で定める特

別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)~(4)(略)

」旦1

める

の める

この凹の'、に芝当したこによ'?驫' !▲

1= こ小るについ理にしたのをゞ、く の''、

ノ

3 しの延脊をゞ 1 したこと' をし虐 ▲話二 ''、、

た 1ミ亘が、当1亡才1'の 0.、のテi、の;ー' 1、';、によ'テ立

を亘亨・るた.,のt 百について' 1.' ,百'により立

壬け',に噐し_た'に珪る

」旦L (略)

」!1 第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4に規定

日の 1で

ただし で

'
=
=

豈

掛

=

▲
=
=



合に該当すること。

」11 壬をめてC された

日を育児休業の期間の末日

が、当該任期窒吏新され、

て特定職に採用されることに伴い

について、 1の壬の末日の翌日又は当該採用の
、ノ

=ノ

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしょうとする
こと。

改正後

と

第3条の2

"を

1日

圖でって、当 の末

とする育児休業をしている立四_

又は当該任期の満了後引き続い

(育児短時問勤務の終了の日の翌日から起算して 1年を経過

しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事
情)

第9条育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別
の事情は、次に掲げる事情とする。

( 1)~(5 )(略)

(6)育児短時問勤務(この号の規定に該当したことにより

当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除

く。)の終了後、 3月以上の期間を経過したこと(当該育

児短時間勤務をした職員が、当該育児短時問勤務の承認の

して
コ宝 1

.

1

める

2

と

=゛'^ 1日

て

1 =の

日

で

改正前

する場合に該当すること。

」呈1 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休

に

1

る

る

1 口の

日は 57

1で

業をしている非常勤職員が、当該旧に

エ」_当並任^更新され、又は当該任期の満了後に特定職

に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日

める

又は

日と

する育児休業をしょうとすること。

1で

る

き
『'

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過
しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事
情)

第9条育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別
の事情は、次に掲げる事情とする。

(1)~(5)(略)

(6)育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより

当該育児短時間勤務に係る子にっいて既にしたものを除

く。)の終了後、 3月以上の期間を経過したこと(当該育

児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の

さ る日を育児休業の期間の初日と

.

るについ

2
 
1



改正後

請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計

画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出

た場合に限る。)。

(フ)(略)

己女]]三月11

請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計

画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場

合に限る。)。

フ)(略)



.


